
１ 

情
報
提
供
業
務

２ 

民
事
法
律
扶
助
業
務

３ 

国
選
弁
護
等
関
連
業
務

５ 

犯
罪
被
害
者
支
援
業
務

７ 

受
託
業
務

８ 

そ
の
他

４ 

司
法
過
疎
対
策
・
常
勤
弁
護
士

６ 

災
害
対
応

１−１  令和元年度における業務の概況
（１）利用者の利便性向上のための取組 ―サポートダイヤルの活用、災害への取組―

　法テラスの情報提供業務は、全国統一窓口であるコールセンター（通称「法テラス・サポートダイヤル」、
以下「サポートダイヤル」）と地方事務所において、日々多数の問合せに対応しているところである。サポー
トダイヤルについては、令和元年度に累計問合せ件数（電話・メールの合計）が448万件に到達した。
また、平成28年度にスマートフォン及び携帯電話用ホームページに専用のメール問合せフォームを設置
して以降、メールによる情報提供件数は増え続けており、令和元年度の問合せ件数は49,000件を超え、
前年度と比べ約8,900件増加した。
　サポートダイヤルでは、利用者の利便性向上の一環として、平成27年10月から開始した、各地の地
方事務所における話中電話（話中で応答できない電話）及び無応答電話（着信から一定時間内に応答で
きない電話）をサポートダイヤルに自動転送して問合せに対応する取組を拡大して継続実施した。また、
ワンストップサービス（１か所で必要な案内や手続きが完了できること）を目指し、平成25年3月から
サポートダイヤルにおいて、法律相談を希望する利用者に対して、法律相談援助を利用する条件となる
収入や資産要件を確認する取組を始めた。平成29年10月から全国の地方事務所の利用者に範囲を拡大
し、令和元年度も継続して本取組を実施することで、法律相談への橋渡しを行っている。
　また、令和元年台風第15号、令和元年台風第19号及び新型コロナウイルス感染症への対応では、ホー
ムページに特設ページを開設し、Ｑ＆Ａを掲載するなどして速やかに情報提供を行うとともに、令和元
年台風第19号の被災者に対しては被災者専用フリーダイヤル（震災�法テラスダイヤル）による対応体
制の整備を行った。

（２）品質向上のための取組 ―データの拡充と最新化、研修等―
　法テラスでは、様々な問合せに対し的確な情報提供が行えるよう、法制度情報を「よくある質問と答え」

（FAQ）として整備している。また、全国の相談窓口情報をデータベース化して、データの拡充と最新化
に努めている。
　令和元年度は、令和元年台風第15号、令和元年台風第19号の災害や新型コロナウイルス感染症の発
生を受け、既存のFAQや関係省庁の対応等を基に新たに被災者支援のためのＱ＆Ａを迅速に作成の上、
ホームページに掲載するとともに、令和元年台風第19号についてはリーフレットを作成して、被災自治
体に配布した。また、よく利用されるFAQ1,146件をホームページで継続公開するとともに、民法改正
に関するFAQ等について、関連するFAQ193件を更新し、21件の新規作成を行った。相談窓口情報に
ついては、「公益社団法人�家庭問題情報センター」、年金事務所、職業安定所（ハローワーク）等につい
て統一的な整備を実施するとともに、令和元年度中に既存の相談窓口情報約1,930件を更新、新たに約
270件を追加した。
　トラブルを抱えた利用者の心情に配慮しつつ、適切な情報提供を行うためには、利用者の主訴（最も
重要な訴え）の的確な把握やそのための会話技術が必要である。サポートダイヤルでは、第三者による
客観的評価（専門業者が、法テラス職員が実際に対応した通話音声記録（コールログ）を評価したもの）
の結果を踏まえ、オペレーター（サポートダイヤルにおいて情報提供業務を専門に行う職員）に対し個

１. 情報提供業務
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1　情報提供業務

別に指導を行い、情報提供業務における応対の質の向上を図った。
　地方事務所においては、FAQ・関係機関データベース（全国の相談窓口情報をデータベース化したもの）
からの適切な情報を抽出するスキルの向上を図るため、サポートダイヤルのオぺレーター等の研修用と
して相談分野別に作成した講義DVDを地方事務所の全職員に共有し、これを活用した研修を地方事務所
で実施するなど、法テラス全体の情報提供業務の質の向上に向けた取組を実践した。また、各地方事務
所においても、独自に勉強会や関係機関が開催する会議・研修会等に出席するなどしている。

（３）多言語での情報提供―ネパール語、タイ語による問合せが可能に―
　日本の法制度や相談窓口情報に関する外国語話者のニーズに適切に対応するため、法テラスでは平成
25年度から通訳サービス業者を介した多言語情報提供サービスを実施している。
　多言語情報提供サービスが「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」（※）の一つであること
から、令和元年度は対応言語にネパール語及びタイ語を追加した。また、外国語話者（中国語、ベトナ
ム語及びタガログ語）に対するアンケートを実施し、外国語話者のニーズ把握に努めた。
　令和元年度の対応言語は英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、
ネパール語、タイ語の計９か国語であり、問合せ件数は4,725件であった。

（※）�政府により作成。外国人材を適正に受け入れ、共生社会の実現を図ることにより、日本人と外国人が安心して安全に暮らせる社会の実現に
寄与するという目的を達成するため、外国人材の受入れ・共生に関して、目指すべき方向性を示すもの。法律トラブル相談等への対応の充
実の具体的施策の１つとして当サービスが記載されている。

（４）法教育の取組 ― 一般市民に向けた法教育事業を全国の法テラスで実施―
　総合法律支援法の基本理念である「あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサー
ビスの提供が受けられる社会を実現」するためには、利用者である国民が、法が社会の中でもつ機能・
役割や、なぜ法が社会に必要なのかなどについて理解することが必要であるとの観点から、平成22年度
以降、情報提供業務の一環として法教育に取り組んでいる。
　平成30年度以降、法テラスが主として取り組むべき法教育事業は、一般市民を対象に法的問題への対
応能力を高めることを目的としたものと位置付け、全国の地方事務所において、一般市民向けの講演会、
意見交換会、常勤弁護士を中心とした学校における出前授業等のほか、法的トラブルの具体的事例を取
り入れるなど、地域住民等の法的問題に関する対応能力の向上につながるような業務説明を令和元年度
も引き続き実施した。実施に際しては、一般市民に向けて開かれた企画とするなど、各地において趣向
を凝らしながら法教育事業の充実を図った。
　このほか、ホームページに「法とくらし」ページを新たに設け、法テラスが行う法教育についての説
明や地方事務所が実施を予定する法教育イベントの告知、実施後の報告を掲載した。地方事務所が効果
的に発信できるよう、統一フォーマットを作成・周知するとともに、今までは地方事務所の各ページに
掲載していた法教育イベント情報を、集約して掲載できるように改善した。また、地方事務所において
法教育企画を立案する際の参考とするために、地方事務所がこれまでに実施した法教育企画の内容を取
りまとめた「法教育実施事例集」について、平成30年度に実施したイベントをまとめた最新版を作成し、
地方事務所に共有するとともに、地方事務所で行う取組を標準化し、かつ事務の負担も軽減させるため
に作成した「法教育教材」を地方事務所に共有した。
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１−２  業務の概要
　情報提供業務は、法的トラブルを抱えながらも、どこに、誰に、相談したらいいかわからない方々に
対し、①裁判その他の法による紛争の解決のための制度の有効な利用に資する情報（法制度情報）及び、
②弁護士及び隣接法律専門職（司法書士など）の業務に関する情報（関係機関・団体の相談窓口情報）
を提供するものである。利用資格などの制限はないので、広く国民等に開かれた、司法サービスの玄関
口といえる。上記関係機関・団体との連携を図りながら、サポートダイヤルにおいては電話とメールで、
各地方事務所においては面談と電話で個別の問合せに対応しているが、それ以外にも、ホームページや
リーフレットなどを利用した一般的な情報提供も行っている（資料1-1）。

情報提供業務の流れ資料 １-１

3連携
・
協力

連携
・
協力

サ
ー
ビ
ス
提
供

利用者
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1　情報提供業務

１−３  問合せ件数
（１）サポートダイヤル

　平成18年10月、法テラスの業務開始に合わせて、全国からの問合せに応じるコールセンターを設け、
情報提供を行っている。コールセンターは、当初、専門業者に業務を委託していたが、平成23年４月か
ら自主運営に切り替え、これを契機により親しみを持っていただけるよう、コールセンターの通称を「法
テラス・サポートダイヤル」とした。
　電話受付時間は平日午前９時から午後９時まで、土曜日は午前９時から午後５時までとして、お勤め
の方も利用しやすいように体制を整えており、法的問題や電話応対の研修を積んだオペレーターが応対
している。また、サポートダイヤルに寄せられた問合せ等を集計・分析し、関係機関への情報提供及びホー
ムページからの情報発信などに活用している。
　平成27年度以降にサポートダイヤルに寄せられた問合せ件数の推移は、資料1-2のとおりである。平
成19年１月から開始したメールによる情報提供は、平成28年９月にスマートフォン及び携帯電話用ホー
ムページに専用のメール問合せフォームを設置して以降増え続けており、令和元年度は、件数が
49,000件を超えた。
　累計問合せ件数は、令和元年度に448万件に到達した。

サポートダイヤル問合せ件数の推移資料 1-2

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

（件）

令和元年度
　 合計
■ メール
■ 電話

　
■
■

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度
395,100 
49,477 

345,623 

318,520 
22,920 

295,600 

349,599 
27,004 

322,595 

339,344 
34,214 

305,130 

362,709 
40,559 

322,150 

36 • 法テラス白書 令和元年度版



１ 

情
報
提
供
業
務

２ 

民
事
法
律
扶
助
業
務

３ 

国
選
弁
護
等
関
連
業
務

５ 

犯
罪
被
害
者
支
援
業
務

７ 

受
託
業
務

８ 

そ
の
他

４ 

司
法
過
疎
対
策
・
常
勤
弁
護
士

６ 

災
害
対
応

（２）地方事務所
　地方事務所では、支部も含め全国61か所に情報提供専門職員（地方事務所において情報提供業務を専
門に行う職員）を配置し、面談と電話による問合せに対応している。情報提供専門職員は、行政機関等
の相談員経験者、社会福祉士、消費生活相談関係の有資格者、司法書士などが担当している。平成27年
度以降の地方事務所全体の問合せ件数の推移は資料1-3のとおりである。

地方事務所問合せ件数の推移資料 1-3

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

（件）

200,333206,269202,987 204,837
196,135
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1　情報提供業務

資料1-4 サポートダイヤル問合せ分野別内訳の推移

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

令和元年度

金銭の借入れ
労働
金銭の貸付け
その他

男女・夫婦
民事法律扶助
各種裁判手続

相続・遺言
借地・借家
その他（生活上の取引）

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

13.7 5.7 7.1 15.9 3.1 1.82.5 4.2 31.9 14.1 

14.4 5.7 7.4 13.7 3.4 1.92.4 4.3 32.7 14.1 

15.9 6.6 8.4 6.1 4.1 2.4 2.7 4.5 36.1 13.2 

15.2 6.0 7.7 9.4 3.8 2.2 2.7 4.5 35.0 13.5 

14.3 5.8 7.5 11.2 3.6 2.1 2.6 4.5 33.9 14.5 

１−４  問合せの傾向
（１）サポートダイヤル

　サポートダイヤルにおける平成27年度以降の問合せ分野別内訳は、資料1-4のとおりである。問合せ
が多い内容は、金銭の借入れ、男女・夫婦、民事法律扶助である。
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　令和元年度にサポートダイヤルで情報提供を受けた人の性別及び年代は、資料1-5のとおりである。
利用者は女性が多く、30代と40代の利用者が全体の約半数を占めている。

令和元年度にサポートダイヤルで情報提供を受けた人の性別、年代資料 1-5

男性
43.6%

20-29 歳
14.5%

19歳以下
0.7%

30-39 歳
21.2%

40-49 歳
25.8%

50-59 歳
18.6%

60-69 歳
9.7%

20-29 歳
15.4%

30-39 歳
23.0%

40-49 歳
24.9%

50-59 歳
18.0%

60-69 歳
8.7%

70歳以上
9.5%

70歳以上
9.5% 70歳以上

9.4%

20-29 歳
13.4%

30-39 歳
18.9%

40-49 歳
27.0%

50-59 歳
19.3%

60-69 歳
11.0%

女性
52.5%

不明
3.8%

19歳以下
0.7%

19歳以下
0.7%

女性男性

（注）年代は、令和元年９月に聞き取り調査実施
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1　情報提供業務

　問合せ分野ごとの男女比は資料1-6のとおりである。女性からの問合せが多い分野は、男女・夫婦、
相続・遺言、高齢者・障害者、子ども、家族などである。一方、各種裁判手続、職場、賃金・退職金、
刑事手続のしくみ、犯罪・刑事事件、会社などの分野は男性の比率が高くなっている。

（注１）�「【参考】労働に関する問合せ合計」は、表中の「その他（職場）」「いじめ・嫌がらせ」「定年・退職・解雇」「賃金・退職金」等の職場に関する
問合せの件数を含む件数であることから参考数値とした。

（注２）�資料1-５に示した利用者の男女比（男性43.6%、女性52.5%）と比較して、男性からの問合せが10ポイント以上多い（53.6%以上）分野
を青色、女性からの問合せが10ポイント以上多い分野（62.5%以上）を赤色で表示した。

令和元年度サポートダイヤルにおける問合せ分野別の男女比（上位30分野）資料1-6

順
位 相談分野

件数 割合

合計
分野別男女件数

割合
分野別男女比

男性 女性 男性 女性

1 民事法律扶助 60,487 27,331 33,156 15.9% 45.2% 54.8%
2 金銭の借入れ 53,436 28,354 25,082 14.1% 53.1% 46.9%
3 男女・夫婦 52,063 13,530 38,533 13.7% 26.0% 74.0%
4 【参考】労働に関する問合せ合計　※注1 26,888 13,572 13,316 7.1% 50.5% 49.5%
5 相続・遺言 21,489 7,712 13,777 5.7% 35.9% 64.1%
6 その他（生活上の取引） 16,017 7,975 8,042 4.2% 49.8% 50.2%
7 借地・借家 11,764 5,473 6,291 3.1% 46.5% 53.5%
8 その他（法テラス） 11,221 5,476 5,745 3.0% 48.8% 51.2%
9 各種裁判手続 9,431 5,553 3,878 2.5% 58.9% 41.1%
10 金銭の貸し付け 6,845 3,444 3,401 1.8% 50.3% 49.7%
11 その他（職場）　※注1 6,491 3,530 2,961 1.7% 54.4% 45.6%
12 犯罪被害者 6,210 2,436 3,774 1.6% 39.2% 60.8%
13 高齢者・障害者 6,196 2,261 3,935 1.6% 36.5% 63.5%
14 いじめ・嫌がらせ　※注1 6,042 2,749 3,293 1.6% 45.5% 54.5%
15 定年・退職・解雇　※注1 5,502 2,720 2,782 1.4% 49.4% 50.6%
16 損害賠償 5,447 2,852 2,595 1.4% 52.4% 47.6%
17 その他（家族） 4,674 1,600 3,074 1.2% 34.2% 65.8%
18 子ども 4,622 1,296 3,326 1.2% 28.0% 72.0%
19 弁護士 3,724 1,686 2,038 1.0% 45.3% 54.7%
20 賃金・退職金　※注1 3,592 2,101 1,491 0.9% 58.5% 41.5%
21 その他の法律事務 3,142 1,578 1,564 0.8% 50.2% 49.8%
22 刑事手続のしくみ 3,047 1,744 1,303 0.8% 57.2% 42.8%
23 その他（犯罪・刑事事件） 3,010 1,714 1,296 0.8% 56.9% 43.1%
24 インターネット取引 2,773 1,470 1,303 0.7% 53.0% 47.0%
25 その他（会社） 2,769 1,895 874 0.7% 68.4% 31.6%
26 生活福祉 2,529 1,352 1,177 0.7% 53.5% 46.5%
27 その他（住まい・不動産） 2,416 1,032 1,384 0.6% 42.7% 57.3%
28 情報提供 2,328 1,161 1,167 0.6% 49.9% 50.1%
29 その他（人権） 2,316 921 1,395 0.6% 39.8% 60.2%
30 その他（医療） 2,135 945 1,190 0.6% 44.3% 55.7%
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資料1-7 地方事務所問合せ分野別内訳の推移

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

令和元年度

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

金銭の借入れ
労働
各種裁判手続
その他

男女・夫婦
民事法律扶助
金銭の貸付け

相続・遺言
借地・借家
その他（生活上の取引）

24.9 18.0 6.8 5.9 6.0 3.3 2.6 2.2 27.82.5 

24.2 18.1 6.9 6.0 5.3 3.3 2.42.2 29.52.1 

24.1 18.1 6.8 5.9 4.9 3.5 3.0 2.2 29.32.2 

22.0 19.2 7.1 6.0 4.5 3.4 2.8 2.4 2.2 30.4

20.5 7.2 6.1 3.6 3.6 3.0 2.5 30.02.1 21.4 

（２）地方事務所
　平成27年度以降の地方事務所における問合せ分野別内訳は、資料1-7のとおりである。平成27年度
以降は金銭の借入れが最も多い。
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1　情報提供業務

（注）��認知媒体：利用者が、何によって法テラスを知ったか、その媒体のこと。

１−５  認知媒体（サポートダイヤル、地方事務所）

　平成27年度以降のサポートダイヤルにおける法テラスの認知媒体（注）内訳は、資料1-8のとおりで
ある。再利用の割合が高く、次いで、ホームページ（パソコン、スマートフォン・携帯電話の合計）となっ
ている。

資料1-8 サポートダイヤル認知媒体内訳の推移

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

0.4

19.2 46.6 5.1 5.3 7.92.9 4.7 1.9 2.6

0.4 1.0

2.0

0.6

25.3 39.4 5.3 5.9 6.33.2 4.8 2.5 2.7

1.0 0.9

2.2

37.7 26.7 5.3 5.4 3.6 3.3 3.2 5.4 2.9

1.10.9

1.7 2.8

32.6 30.7 5.0 6.0 6.23.5 4.3 2.8 3.0

1.21.4 1.1

2.2

0.8

30.5 33.7 4.8 6.3 5.93.5 4.7 2.8 2.8

1.1 0.8

2.3

ホームページ（パソコン、スマホ・携帯）
パンフレット・チラシ類

家族・友人・知人 その他の関係機関警察再利用
弁護士（会）

地方公共団体
裁判所 電話帳・電話番号案内 TV・ラジオ・新聞 司法書士（会）

その他　

（注）令和元年度は９月に聞き取り調査実施
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資料1-9 地方事務所認知媒体内訳の推移

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

17.7 26.8 8.7 9.8 2.7 7.2 1.3 5.1 4.0 15.3

0.3

0.4

0.7

17.9 21.4 11.4 12.3 3.6 6.0 2.0 5.0 5.4 12.1

0.6

1.5

0.8

17.7 26.0 10.0 10.8 2.9 6.8 1.5 4.9 4.5 12.8　

0.4

0.8

0.8

17.5 24.1 10.2 12.1 3.4 6.3 1.8 5.0 5.3 12.4

0.4

0.8

0.7

18.2 21.0 13.5 12.0 4.2 5.8 2.3 5.1 6.3 9.0

0.7

1.1

0.8

ホームページ（パソコン、スマホ・携帯）
パンフレット・チラシ類

家族・友人・知人 その他の関係機関警察再利用
弁護士（会）

地方公共団体
裁判所 電話帳・電話番号案内 TV・ラジオ・新聞 司法書士（会）

その他　

　平成27年度以降の地方事務所における法テラスの認知媒体内訳は、資料1-9のとおりである。再利用
の割合が最も高く、次いで、ホームページとなっている。
　地方事務所の特色として、地方公共団体、裁判所などの関係機関や、家族・友人・知人から法テラス
を紹介され、利用につながるケースも多い。
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1　情報提供業務

（注）人口は、総務省統計局の「令和元年10月１日現在推計人口」データを参照した。

全国平均（24.78）
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50

（件） （件）
10,000 20,000 30,000 10,0000 0 20,000 30,000

令和元年度都道府県別サポートダイヤル問合せ件数資料 1-10

東京都
大阪府
埼玉県

神奈川県
千葉県
愛知県
北海道
兵庫県
福岡県
茨城県
京都府
栃木県
静岡県
宮城県
広島県
福島県
岩手県
沖縄県
熊本県
群馬県
岐阜県
三重県
長野県

岡山県
大分県
新潟県

鹿児島県
奈良県
宮崎県
愛媛県
滋賀県
山口県
香川県
長崎県
石川県

和歌山県
山梨県
山形県
青森県
秋田県
高知県
島根県
佐賀県
富山県
福井県
徳島県
鳥取県

岡山県
大分県
新潟県

鹿児島県
奈良県
宮崎県
愛媛県
滋賀県
山口県
香川県
長崎県
石川県

和歌山県
山梨県
山形県
青森県
秋田県
高知県
島根県
佐賀県
富山県
福井県
徳島県
鳥取県

63,771

28,149
26,612

21,262
16,493

12,582
12,176
12,099

9,571
7,167
6,011
5,709

5,604
5,534
4,820
4,528
3,561
3,325
3,260
3,208
3,072
3,041

2,965
2,843
2,841
2,490
2,465
2,394
2,295
2,275
2,175
2,171
1,994
1,984
1,792
1,775
1,685
1,521
1,440

1,284
1,246
1,189
1,160
999
975

1,410

5,708

（注）法テラスの情報提供業務では、匿名での問合せのため、最寄りの相談機関を紹介する際に居住地域を確認している。

１−６  利用者の地域分布
（１）サポートダイヤル

　令和元年度の都道府県別サポートダイヤル問合せ件数は、資料1-10のとおりである。東京、大阪、埼
玉をはじめとする大都市圏での利用が多い。
　また、人口１万人あたりの問合せ件数（都道府県別）は、資料1-11のとおりである。東京が高く、次
いで岩手、埼玉となっている。
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（２）地方事務所
　令和元年度の地方事務所ごとの問合せ件数は、資料1-12のとおりである。東京、神奈川、大阪をはじ
めとする大都市圏での利用が多い。
　また、人口１万人あたりの問合せ件数（都道府県別）は、資料1-13のとおりである。高知、山梨、徳
島など比較的人口の少ない地域で比率が高くなっている。

（件）

人口1万人あたりの令和元年度都道府県別問合せ件数（電話・面談の合計数）資料 1-13

（注）人口は、総務省統計局の「令和元年10月１日現在推計人口」データを参照した。（注）人口は、総務省統計局の「令和元年10月１日現在推計人口」データを参照した。
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全国平均（15.83）

（注1）北海道は札幌（5,772)、函館 (1,611)、旭川 (1,702)、釧路 (2,028) の合計
（注2）法テラスの情報提供業務では、匿名での問合せのため、最寄りの相談機関を紹介する際に居住地域を確認している。

令和元年度地方事務所別の問合せ件数（電話・面談の合計数）資料 1-12

（件） （件）

徳島県
福島県
京都府
富山県
岐阜県
福井県
山口県
長崎県
奈良県
栃木県
島根県
石川県
青森県
秋田県
滋賀県

鹿児島県
岡山県

和歌山県
佐賀県
宮崎県
山形県
鳥取県
熊本県
岩手県

神奈川県
東京都
大阪府
兵庫県
愛知県
北海道
福岡県
千葉県
静岡県
埼玉県
宮城県
長野県
広島県
茨城県
群馬県
大分県
高知県
香川県
山梨県
沖縄県
愛媛県
三重県
新潟県

0 5,000 10,000 15,000 20,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000

2,445
2,382
2,173
2,163
2,139
1,869
1,868
1,818
1,779
1,661
1,644
1,642
1,623
1,574
1,510
1,340
1,337
1,313
1,261
1,073
955
834
818
778

13,85213,852
12,27212,272
11,59811,598
11,11311,113
10,91310,913

9,6289,628
8,4758,475

6,8896,889
4,1624,162
4,0754,075
3,7163,716
3,5923,592
3,4873,487
3,4173,417
3,1813,181
3,1543,154
2,8962,896
2,7562,756
2,6982,698
2,5642,564
2,4452,445

18,11218,112
16,73416,734
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1　情報提供業務

（注）利用者への情報提供の際には、１件の問合せにつき、複数の関係機関相談窓口を紹介する場合がある。

（注）利用者への情報提供の際には、１件の問合せにつき、複数の関係機関相談窓口を紹介する場合がある。

令和元年度サポートダイヤル紹介先関係機関内訳資料 1-14

令和元年度地方事務所紹介先関係機関内訳資料 1-15

法テラス
地方事務所

53.5%

法テラス
地方事務所

59.3%

その他
6.3%

その他
6.2%

弁護士会
28.0%

弁護士会
25.2%

市役所
2.4%

司法書士会
3.5%

日本労働弁護団
4.1%

市役所
2.7%

家庭裁判所（家事調停） 
0.7%

都道府県庁 
0.7%

消費生活センター
0.6%

区役所
0.6%

女性センター、
男女共同参画センター等 
0.7%

司法書士会
1.9%

公益財団法人
日弁連交通事故相談センター
1.3%

区役所 0.9%
消費生活センター 1.1%

都道府県労働局
（総合労働相談コーナー）
0.6%

１−７  紹介先関係機関
（サポートダイヤル、地方事務所）

　サポートダイヤルと地方事務所では、利用者の問合せ内容に応じて、適切な相談窓口（関係機関）を
紹介している。利用者の居住地を聴取し、問合せ内容に適した相談窓口をデータベースから検索して、
所在地や電話番号などを案内する。令和元年度にサポートダイヤルと地方事務所に寄せられた問合せに
対して、紹介した関係機関の内訳は、資料1-14、1-15のとおりである。利用者が民事法律扶助制度に
よる法律相談を希望している場合には、サポートダイヤルでは法テラスの地方事務所を案内し、地方事
務所では法律相談の予約を取る。地方事務所以外の主要な紹介先関係機関としては、弁護士会や司法書
士会、地方公共団体等がある。
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多言語情報提供サービスの流れ資料 1-16

利用者

通訳業者④外
国語
に通
訳

①外
国語
で問
合せ

②日本語に通訳

③日本語で情報提供

法テラス職員

１−８  多言語情報提供サービス
（１）サービスの概要

　法テラスの情報提供業務は、日本語話者でない方々にも利用いただけるが、法テラス職員だけでは外
国語による対応が困難であったために、従前は十分なサービス提供が行えない状況にあった。そこで、
話す言語に関わらず、適切な情報提供が受けられるように、平成25年度から「多言語情報提供サービス」
を行っている。
　当初は５言語で対応を開始し、その後、対応言語を追加するなどし、令和元年度は英語、中国語、韓
国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語の計９言語での対応
を行った。

（２）サービスの仕組み
　多言語情報提供サービスにおいては、専用電話番号「0570-078377（おなやみナイナイ）」に入っ�
た電話を、利用者、通訳業者、法テラス職員の３者間で繋ぎ、法的トラブルの解決に役立つ法制度と相
談窓口についての情報提供を外国語で行っている。
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1　情報提供業務

多言語情報提供サービス言語別問合せ件数の推移資料 1-17

（注１）タガログ語は平成 26年度から 28年度の間実施を停止している。
（注２）韓国語は平成 26年度から対応を開始した。
（注３）ベトナム語は平成 28年度から対応を開始した。
（注４）ネパール語及びタイ語は令和元年度から対応を開始した。

1,200

1,000

800

600

400

200

0

（件）

英語
中国語
韓国語
スペイン語
ポルトガル語
ベトナム語
タガログ語
ネパール語
タイ語
その他（日本語等）
合計

153
139

─  
159
160

─  
57
─  
─  
61

729

193
141

9
188
195

─  
─  
─  
─  

182
908

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
444
237
19

251
429

─  
─  
─  
─  

195
1,575

742
395
30

336
631
55
─  
─  
─  

307
2,496

752
374
24

343
796
76

402
─  
─  

396
3,163

917
462
41

417
978
140
542

─  
─  

452
3,949

令和元年度
1,143

549
61

499
1,077

163
611
68
50

504
4,725

（３）問合せ件数
　多言語情報提供サービスの言語別問合せ件数の推移は資料1-17のとおりである。令和元年度の合計件
数は、サービスを開始した平成25年度から増え続けており、今後も問合せ件数の増加が見込まれる。
　言語別にみると、問合せ件数が特に多いのは英語とポルトガル語である。
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（注）問合せ分野「会社」とは、会社の設立等に関連する問合せである。

令和元年度多言語情報提供サービス問合せ分野別内訳資料 1-18

家族
31.4%

その他 5.9%

法テラス
22.7%

職場
13.7%

生活上の取引
8.6%

事故・損害賠償
5.0%

住まい 5.0%

犯罪・刑事事件
3.6%

会社 2.2% 人権 1.8%

令和元年度多言語情報提供サービス認知媒体内訳資料 1-19

再入電
34.3%

その他
14.3%

インターネット
17.1%

家族・友人・知人の紹介
11.3%

地方公共団体 7.7%

大使館・領事館 3.5%

弁護士・司法書士（会）3.0%
国際協会・国際交流会館 3.0%

その他関係機関 1.9%

裁判所 0.9%

警察・交番 0.9%

難民支援協会 0.8%

出入国在留管理局 0.6% チラシ・パンフレット 0.6%
雑誌・広告誌 0.1%

（４）問合せの傾向
　令和元年度における多言語情報提供サービスの問合せ分野別内訳は資料1-18のとおりである。最も問
合せが多いのは、離婚や子の親権など家族に関する問合せであり、このほか法テラス地方事務所の電話
番号など、法テラスに関する問合せがそれに続いている。

（５）認知媒体
　令和元年度における多言語情報提供サービスの認知媒体（注）内訳は、資料1-19のとおりである。再
入電の割合が高く、次いで、インターネットとなっている。

（注）��認知媒体：利用者が、何によって法テラスを知ったか、その媒体のこと。
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1　情報提供業務

令和元年度利用者居住地別多言語情報提供サービス問合せ件数（上位20都道府県）資料 1-20

（件）

東京都
愛知県

神奈川県
静岡県
埼玉県
千葉県
大阪府
三重県
群馬県
滋賀県
岐阜県
茨城県
栃木県
兵庫県
海外

京都府
長野県
広島県
北海道
沖縄県

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

968968968602602602
453453453

324324324
274274274

157157157
143143143
141141141
134134134

939393
848484
838383

646464
626262

464646
383838
373737
313131
272727
222222

（注）海外は訪日旅行者などからの問合せ件数

（６）利用者の地域分布
　令和元年度の利用者居住地別多言語情報提供サービス問合せ件数は、資料1-20のとおりである。東京、
愛知、神奈川に住む利用者が多い。また、訪日旅行者などからの問合せも一定数見られた。
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１−９  法教育
　令和元年度は全国各地で合計135回の法教育を実施し、参加人数は合計7,956人に上った。全国の地
方事務所において、一般市民向けの講演会や、常勤弁護士を中心とした学校における出前授業などを企
画し、法的トラブルについて具体的事例を取り入れた解説を行うなど、地域住民等の法的トラブルへの
関心を深め、その対応能力の向上につながるような法教育イベントを開催した。
　実施イベントの事例は以下のとおりである。
� （注）いずれも役職、所属はイベント当時のもの。

新潟

事例１：自治体との共催による法教育

消費生活講座「相続をきっかけとする空き家問題」

　新潟地方事務所では、佐渡市役所と連携して、消費生
活講座と称して市民向けの法教育イベントを開催した。佐
渡市では相続人がいない又は不明の空き家の増加が近年
の問題点となっていることから、相続をきっかけとする空
き家問題をテーマとした。法テラス佐渡法律事務所での勤
務経験がある、冨田さとこ弁護士（第二東京弁護士会所属）
が講師を務め、遺言を作成することによって円滑な相続が
可能となることなどについて、事例を用いながら講演を
行った。参加者からは、「近隣でどんどん空き家が増えて
いる。面倒でも自分たちの世代でできることをしていかな
いといけない。」との声が寄せられた。

［日時］� 令和元年10月30日（水曜日）� ［共催］佐渡市市民生活課
［場所］� アミューズメント佐渡（はまなすホール）
［参加人数］� 100人

当日の講演の様子

無断使用・転載・複写等を禁止します。

事例２：多職種による座談会で学ぶ法教育

終活のススメ３～改正相続法を中心に～

　和歌山地方事務所では、高齢者が生きがいを持って生
活できる社会を実現する一助となるよう、過去に法教育セ
ミナー「終活のススメ１」、「終活のススメ２」を開催して
きた。令和元年度は、相続法改正を題材に取り上げ、同じ
テーマの第３弾となる法教育イベントを開催した。第１部
では映画「エンディングノート」を上映し、終活について
の理解を深めた。第２部では、法テラス和歌山副所長３名
（谷口拓弁護士（和歌山弁護士会所属）、山本美佐子司法
書士（和歌山県司法書士会所属）、廣井英徳社会福祉士（和
歌山県社会福祉士会所属））が、座談会形式で解説を行った。参加者からは、「大変勉強になった。頂いたエ

和歌山

当日の様子

無断使用・転載・複写等を禁止します。
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1　情報提供業務

ンディングノートを活用します。」「相続は財産のある人の事で、一般市民には関係が無いと思っていた。知
らないと困ることがよくある。高齢の親を抱えているので、良い機会を頂いた。」などの声が寄せられた。

［日時］� 令和２年１月25日（土曜日）
［場所］� 和歌山県民文化会館小ホール
［参加人数］� 320人
［後援］� �和歌山県、和歌山市、和歌山県教育委員会、和歌山市教育委員会、社会福祉法人�和歌山県社

会福祉協議会、社会福祉法人�和歌山市社会福祉協議会、和歌山弁護士会、和歌山県司法書士会、
一般社団法人�和歌山県社会福祉士会、ＮＨＫ和歌山放送局、テレビ和歌山、和歌山放送、朝
日新聞和歌山総局、産経新聞社、毎日新聞和歌山支局、読売新聞和歌山支局、紀伊民報、わか
やま新報、ニュース和歌山、株式会社和歌山リビング新聞社

事例3：図書館との共催による法教育

暮らしに役立つ図書館講座

　島根地方事務所では、一般市民に法律を身近に感じてもらうための
取組みとして、平成23年度から毎月又は隔月で法律講座を開催してき
た。令和元年度は、相続、エンディングノート、離婚と子ども、大規
模災害、犯罪被害者支援、成年後見と多彩な問題を取り上げて法教育
イベントを開催した。講師は法テラス島根のスタッフ弁護士が持回り
で担当し、法テラスの各種制度の周知も行った。イラストや図などを
多用しながら、法律用語を噛砕いた日常語で説明することを毎回心掛
けた。また、回収したアンケートを参考に、市民のニーズも踏まえつつ、
次年度の開催テーマの選定に活用した。参加者からは、「初心者に大
変分かりやすい講演だった。」「法律は変わるので、新しい情報を知る
ことができてよかった。」「今後とも市民のために幅広い法律講座を開
催していただきたい。」「弁護士さんが身近に感じられるようになりま
した。」などの声が寄せられた。

［日時］� �平成31年４月20日、令和元年６月８日、令和元年８
月10日、令和元年10月12日、令和元年12月21日、令和２年２月８日（全６回。いずれ
も土曜日）

［場所］� 島根県立図書館� ［共催］　島根県立図書館
［参加人数］� 118人（全６回分の合計）

島根

図書館講座のチラシ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 019 年４月２０日（土）  

１３：３０～１５：００ 

 族 が 亡 く な っ た ら 
何 が 起 き る の か 

吉田智子 常勤弁護士・塩澤裕樹 常勤弁護士 

（法テラス島根法律事務所）  （法テラス西郷法律事務所） 

 0 1 9 年 度  島 根 県 立 図 書 館 ・ 法 テ ラ ス 島 根 共 催 

第 １ 回  

暮 ら し に 役 立 つ 図 書 館 講 座 ～ 法 テ ラ ス 島 根 講 演 会 

  時 

 島根県立図書館（１階集会室）場 所 

講 師 

 講日 テーマ  講日 テーマ 

4 / 2 0 （ 土 ） 

【第１回】 

家族が亡くなったら何が起きるのか 

～相続～ 

10/12（土） 

【第４回】 

大規模災害が起きたときの法律問題 

～西日本豪雨災害で実際に生じた問題から考える～ 

6 / ８ （ 土 ） 

【第 2 回】 

自分が亡くなる前に家族のために備えを 

～遺言・エンディングノート～ 

12/21（土） 

【第５回】 

犯罪被害者支援について 

～犯罪被害に遭ったときの対応～ 

8 / 1 0 （ 土 ） 

【第３回】 

離婚をするときに 

～子どもを巡る問題～ 

2 / 8 （ 土 ） 

【第６回】 

成年後見制度について 

～判断能力が不十分になってきたときのための法的サポート～ 

■島根県立図書館         ■法テラス島根（日本司法支援センター島根地方事務所） 
 松江市内中原町５２番地     松江市南田町６０番地 

 ０８５２－２２－５７３３       ０５０－３３８３－５５００ 

開講スケジュール（隔月・全６回開催） 

■お問い合わせ■ 

法テラス島根 

050-3383-5500 

（平日 9 時～17 時） 

参加無料 

～ 相 続 ～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 遺 言 ・ エ ン デ ィ ン グ ノ ー ト   

 ２ 回  

  時 

場 所 

講 師 

 講日 テーマ  講日 テーマ 

4 / 2 0 （ 土 ） 

【第１回】 

家族が亡くなったら何が起きるのか 

～相続～ 

10/12（土） 

【第４回】 

大規模災害が起きたときの法律問題 

～西日本豪雨災害で実際に生じた問題から考える～ 

6 / ８ （ 土 ） 

【第 2 回】 

自分が亡くなる前に家族のために備えを 

～遺言・エンディングノート～ 

12/21（土） 

【第５回】 

犯罪被害者支援について 

～犯罪被害に遭ったときの対応～ 

8 / 1 0 （ 土 ） 

【第３回】 

離婚をするときに 

～子どもを巡る問題～ 

2 / 8 （ 土 ） 

【第６回】 

成年後見制度について 

～判断能力が不十分になってきたときのための法的サポート～ 

■島根県立図書館         ■法テラス島根（日本司法支援センター島根地方事務所） 
 松江市内中原町５２番地     松江市南田町６０番地 

 ０８５２－２２－５７３３       ０５０－３３８３－５５００ 

開講スケジュール（隔月・全６回開催） 

■お問い合わせ■ 

法テラス島根 

050-3383-5500 

（平日 9 時～17 時） 

参加無料 

自 分 が 亡 く な る 前 に 
家 族 の た め に 備 え を 

２ ０ １ ９ 年 度  島 根 県 立 図 書 館 ・ 法 テ ラ ス 島 根 共 催 

暮らしに役立つ図書館講座～法テラス島根講演会～ 
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事例４：当事者と映画で学ぶ法教育

「愛と法」 ～誰もが生きやすい社会へ～

　岩手地方事務所では、社会の中における人権問題や、生活していく中で
出会う差別や偏見について理解を深めるため、ＬＧＢＴ問題をテーマに法
教育イベントを開催した。第１部では、同性カップルの弁護士夫夫（ふうふ）
が、様々な問題を抱えた人たちへの差別や偏見に立ち向かう姿を追ったド
キュメンタリー映画「愛と法」を上映し、人権はいかにして守られていく
のかということについて理解を深めた。第２部では、映画「愛と法」の出
演者であり、同性カップルの当事者でもある南和行弁護士（大阪弁護士会
所属）が「ＬＧＢＴのこと、そして人権～誰もが生きやすい社会へ～」をテー
マに講演を行い、差別や偏見について、講師自身の体験を踏まえたエピソー
ドを交えて、わかりやすく、説得力がある解説を行った。参加者からは、「『普
通』とは何か、考えるきっかけになった。」「当事者の映画と講演で、人権
について理解や認識が高まった。」との声が寄せられた。

［日時］� 令和２年１月18日（土曜日）� ［場所］� 岩手県民情報交流センター（アイーナ）
［参加人数］� 181人
［後援］� �岩手県、岩手県教育委員会、岩手県男女共同参画センター、盛岡市、盛岡市教育委員会、岩

手弁護士会、岩手県司法書士会、岩手県社会福祉士会

岩手

イベントのチラシ

無断使用・転載・複写等を禁止します。

事例５：大学との共催による法教育

SNSとスマホなどの携帯端末の安全な利用について

　函館地方事務所では、SNSやスマートフォンなどの携帯端末の
利用にひそむ危険についての認識を深め、情報機器の操作がもた
らす法的トラブルに対する予防的観点を備えることを目的として北
海道教育大学函館校との合同授業を行った。今回は同校の１年生
全員を対象とし、法テラス江差法律事務所の柿谷佐保子弁護士（函
館弁護士会所属）が、著作権・著作者人格権の観点や、実際にお
きた名誉棄損・バイトテロなどを原因とする業務妨害の事例紹介と、
トラブルが発生した場合の対処方法について説明・解説した。授
業に参加した学生からは「これまで普通のことと思ってやってきた
ことがトラブルを生む原因になる可能性があることが分かった」「著作権や著作者人格権の問題は身近なと
ころにひそんでいることがわかったので、ＳＮＳの利用は慎重に行いたい」などの声が寄せられた。

［日時］� 令和元年７月12日（金曜日）
［場所］� 北海道教育大学函館校� ［共催］　北海道教育大学函館校
［参加人数］� 288人

函館

当日の合同授業の様子

無断使用・転載・複写等を禁止します。
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